
市民文化を育む 
まちづくり 

第2部　 市民文化を育む まちづくり 
 第１章　市民文化の創造 

 第２章　交流文化の創造 

 第３章　生涯学習環境の充実 

 第４章　学校教育の充実 

 第５章　青少年が健やかに育つまちづくり 

 第６章　スポーツ・レクリエーションの推進 

イラスト 



市民の文化に対する新たなニーズに的確に対応

できるよう、文化行政ビジョンの見直しを行うと

ともに、施策・事業の文化化を進めます。

個性ある地域文化を創造するため、本市独自の

歴史的・文化的な資源の活用に努めます。

「文化的なまちづくりへの道しるべ」のより一層の

活用と民間施設などへの適用の拡充を図ります。

社会経済の成熟化に伴って、心の豊かさや生き

がいを求める市民の意欲、文化に対する市民意識

が高まってきています。本市では、このような市

民ニーズに対して、文化の振興と普及を図り、多

様で豊かな文化を創造する都市づくりが必要との

観点から「東大阪市文化行政ビジョン」を策定し、

市民が心豊かに人間らしく生きる生活そのものを

文化ととらえ、文化都市の創造に向けて、行政が

取り組むべき方向を明らかにし、施策や事業の文

化化を推進してきました。

今後は、「東大阪市文化行政ビジョン」の今日

的な見直しを進めるとともに、本市独自の歴史

的・文化的資源の活用による個性ある地域文化の

創造に努め、また、「文化的なまちづくりへの道

しるべ」の活用などによって、市民のわがまちに

対する愛着や誇りが深まる幅広い文化のまちづく

りを進めることが求められています。
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文化行政ビジョンの見直しと活用 

地 域の文化的資源の活用  

文化的なまちづくりの推進 

文 化 都 市 の 創 造  



76

文化・芸術活動は市民の日常生活にうるおいと

生きがいをもたらすものであり、近年、市民の文

化活動範囲の拡大と質的により高いものを目指す

傾向は極めて顕著になってきています。本市では、

社会教育センターや公民館・公民分館などで、市

民文化祭や市民文化芸術祭、各地域文化祭を開催

するなど、市民の文化活動の機会の充実に努める

とともに、文化団体の活動を支援しています。平

成９年度には、市民美術センターを開設し、内外

の名品の鑑賞や市民の各種文化・芸術活動の発表

の場を提供するなど、市民文化活動事業を推進し

ています。

今後は、長い歴史と多彩な実績を誇る河内の伝

統文化を継承しながら、既存の文化施設の活用な

どを含めた文化環境の整備に取り組むとともに、

市民、企業、文化団体などと協同して新たな財団

法人の設立により、広範な市民の自主的な文化活

動の振興に努める必要があります。

市 民 文 化 活 動 の 振 興  

文 化 団 体・指 導 者 の 育 成  

文化環境施設の整備・充実  

文 化・芸 術 の 振 興  



市民の文化・芸術に対する関心を高めるため、

優秀作品を奨励するとともに、公募市民による公

演プロデュースなど、市民の芸術文化の創造過程

への参加を検討し、文化活動の奨励・普及に努め

ます。

市民が幅広く文化活動に参加できるよう、文化

講座の充実や文化・芸術活動に関する情報の提供

に努めるとともに、日頃の文化・芸術活動の成果

を発表することができる場として市民文化祭、芸

術祭の充実を図ります。

すぐれた文化・芸術活動を身近に鑑賞できる機

会を拡充するとともに、河内の伝統文化の紹介や、

日頃接することの少ない作品の展示や公演などの

実現を目指します。

市民、企業、文化団体などの資源と意欲を受け

入れ、効果的に事業を展開し市民文化の振興を図

るため、（仮称）文化振興財団の創設に努めます。

自主的に文化・芸術活動を行う団体の活動内容

を把握し、情報の提供や指導者の育成など活動の

支援に努めます。

市民の文化・芸術活動の拠点となる市民会館、

文化会館の整備のあり方について検討するととも

に、市民美術センターの自主運営事業などの充実

に努めます。

市民に身近な文化・芸術活動の場として、公民

館や公民分館などの既存施設の活用を促進すると

ともに、小学校の空き教室をはじめ学校施設の開

放を進めます。

本市の文化拠点施設を中心に、市域内の図書館、

大学などの文化拠点との連携や他都市の文化施設

との連携を深めるなど、ネットワーク化を推進し

ます。
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歴史・文化遺産は市民共通の財産であり、先人

の残した足跡を正しく理解し、後世に伝えるとと

もに、こうした遺産などを活かして市民が本市の

歴史に身近に触れることのできる、文化の香り高

い、魅力ある都市環境づくりを進めることが求め

られています。本市は、河内平野の中心に位置し、

往古からの悠久の歴史を刻んできたまちであり、

市内には多くの歴史・文化遺産が存在しているこ

とから、それらの調査や文化財指定などに取り組

むとともに、指定文化財の所有者の理解を得なが

ら、歴史・文化遺産の整備と保全に取り組んでき

ました。

今後は、郷土博物館、鴻池新田会所の活用や古

墳などの史跡を活用した公園の整備などに取り組

むとともに、展示会・講演会・見学会の開催や、

主要な文化財への案内板の設置など、歴史・文化

遺産を活用した拠点づくりに取り組みを強めるこ

とが求められています。さらに、郷土の歴史を明

らかにするため、既に刊行している「東大阪市史」

近代編に続き、全時代を対象とした市史を編さん

することが求められています。

歴史・文化環境の整備と活用 

文 化 財 の 調 査 と 保 存  

文 化 財 保 護 意 識 の 高 揚  

市 史 編 さ ん 事 業 の 推 進  

歴史・文化遺産の保全と活用 



各種文化財の調査・研究を進めるとともに、指

定文化財保存事業など各種助成事業を充実しなが

ら、市民の共通の財産として保存に努めます。

郷土博物館、鴻池新田会所の整備・充実や市内

の貴重な文化財の保存・活用を図るとともに、埋

蔵文化財センターで埋蔵文化財の保管と活用に努

めます。

河内の暮らしを伝える伝統行事や民俗文化、伝

承などを保全し、その活用を図ります。

市民に親しまれ、市民の憩いの場となるよう、

文化財を活用した拠点づくりに努めるとともに、

古墳などを活用した史跡公園や文化財と歴史街道

を結ぶ散策コースの整備に努めます。

郷土の文化遺産への愛着や文化財保護意識を高

めるため、郷土史講座、講演会、展示会、見学会、

発掘調査現地説明会の開催、啓発冊子の発行など

の啓発活動に努めます。また、指定文化財管理助

成制度の新設、所有者連絡会への支援などを通じ

て指定文化財保護意欲の向上を促進します。さら

に、文化財ボランティアを積極的に支援し、市民

自らが文化財に親しみ、保護する意識の向上に努

めます。

郷土の歴史を明らかにするため、これまでに編さ

んされた市史の成果を踏まえ、全時代を対象とした

市史の編さんに努めます。また、数多くの古文書な

どの歴史資料を後世に伝えるため、調査・整理を進

めるとともに、その保存と活用に努めます。
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文化財保護法による指定 

文化財保護法による登録 

大阪府文化財保護条例による指定 

東大阪市文化財保護条例による指定 

東大阪市文化財保護規則による指定 

　　　　　　　計 

種類別 

指定別 

 
有形文化財 

無
形
文
化
財 

民俗  
文化財 記念物 

計 考
古
資
料 

典
籍 

文
書 

書
跡 

工
芸
品 

絵
画 

彫
刻 

建
造
物 

 

天
然
記
念
物 

史
跡
名
勝 

名
勝 

史
跡 

無
形 

有
形 

 

1 

 2 

 1 

 10 

 

 14

 

 

1 

 8 

 

 9

 

 

1 

 4 

 

 5

 

 

 

3 

 

3

 

 

 

2 

1 

3

 

 

 

1 

 

1

 

 

2 

2 

 

4

1 

 

 

 

 

1

 

 

 

9 

 

9

 

 

1 

1 

 

2

2 

 

3 

17 

1 

23

 

 

1 

1 

 

2

 

 

 

1 

 

1

 

 

1 

8 

 

9

4 

2 

22 

84 

3 

115

 

 

11 

 17 

 1 

 29

指定文化財の種類別・指定別一覧（平成14年３月末現在）



市民の積極的な交流活動への参加を支援し、多

様なニーズに応えていくため、既存施設の活用な

どによる施設の整備や情報提供の充実を図りま

す。また、自然ふるさと村でのふれあい市民講座

の開催などを通じ、市民交流を深めます。

地球規模で考える時代に対応できる国際性豊か

な市民が育成されるよう、様々な機会やメディア

を活用した啓発活動に努めます。

市民の幅広い交流活動の拡充を図るため、個人

や団体など市民のネットワークづくりを促進しま

す。

市民交流の中心となって活動するボランティア

が、技術、能力、新しいノウハウを身につけるこ

とのできる機会の拡充に努めます。

異なる国や地域の人々との交流は、特色ある文

化との接触を生み、自分たちの住む地域の文化を

再認識し、愛着を深めることにつながります。本

市では、多くの市民や団体によって市民間の交流、

国際交流、地域間交流、都市間交流など様々な交

流活動が行われており、交流活動に参加する市民

の層も広がってきています。また、奈良県下北山

村に設置している自然ふるさと村を通じての市民

交流においても、様々な活動が行われています。

今後は、様々な世界を知り多くの人と交流する

ことによって、自らの生活を精神的に豊かにした

いという市民の意欲に応え、市民交流の輪を広げ

ていくため、交流活動の場の提供や交流活動に関

する情報提供を充実し、市民の交流活動を支援し

ていくことが求められています。
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国 際 化 社 会 へ の 対 応  

交流の場づくりと情報の提供 

市民ネットワークの形成  

ボ ラ ン テ ィ ア の 育 成  

市 民 交 流 の 充 実  
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市民生活のあらゆる分野において国際化がます

ます進展しており、日本国内における在住外国人

との交流や海外諸都市での滞在・訪問などを通じ

て、外国の文化・習慣に触れたり、日本文化の紹

介などにより、お互いの文化の違いを理解し、認

め合う機会が増えています。現在本市には、人口

の約４％を占める外国人が在住しており、そのう

ち韓国・朝鮮籍の人々が約９０％を占めていま

す。近年は中国帰国者家族や婚姻による長期滞在

や永住を目的としたブラジル、フィリピン籍など

の人々が増えています。

今後は、市民と在住外国人の文化交流をはじめ

とする異文化理解を促進するとともに、市民と在

住外国人がともに暮らせるまちづくり、外国人に

とって住みよい、活動しやすいまちづくりを進め

ることにより、地域における国際化のより一層の

促進を図る必要があります。

また本市は、姉妹都市（ドイツ・ベルリン市・

ミッテ区、アメリカ・カリフォルニア州・グレン

デール市）との間での派遣青年交換事業や市民親

善訪問団の派遣、受け入れなどの姉妹都市交流を

はじめ、市立日新高等学校とグレンデール市の高

校との短期交換留学事業、教員海外派遣研修事業

などの交流を盛んに行っています。このような人

的、文化的交流に加え、産業のグローバル化に対

応する市内企業の国際交流を促進する必要があり

ます。

地 域 の 国 際 化 の 推 進  

外国人に配慮したまちづくりの推進 

多 様 な 国 際 交 流 の 推 進  

国 際 交 流 の 充 実  



在住外国人による各国文化の紹介の機会などを
通じ、市民が海外の歴史・文化・習慣に親しみ、
触れることにより、市民の異文化に対する理解を
促進するとともに、在住外国人の日本文化に対す
る理解の促進を図ります。

市民と在住外国人が気軽に交流できる場とな
る、（仮称）国際交流センターの設置に努めるとと
もに、これを利用した交流機会の拡充を図ります。

屋外案内板、案内地図等の外国語表記や、公共
機関窓口などの外国語表記の促進に努めます。

複数言語による生活情報冊子やケーブルテレビ
などのメディアを通じて、生活情報提供の充実に
努めるとともに、相談機関の設置、日本語教室の
開催などに努めます。

市役所などの公共機関を訪れる外国人に対し適
切に対応できるよう、外国語での応対研修の実施
や外国語表記の案内冊子の作成などを進めるとと
もに、相談員の配置に努めます。

派遣青年交換事業や市民親善訪問団の派遣、受
け入れ事業などの姉妹都市交流の一層の充実に努
めるとともに、文化、スポーツ、教育、経済など
の分野での海外諸都市との交流事業の実施に努め
ます。

市民一人ひとりが国際社会に貢献できる社会環
境づくりを推進するため、学校教育における国際
理解教育の充実に努めるとともに、生涯学習の場
において必要な情報の提供や、学習活動の契機と
なる講習会や講演会の開催に努め、市民の国際理
解学習の促進を図ります。

インターネットなどを通じて、本市の歴史・文
化や産業などの各種情報を広く世界に発信すると
ともに、帰国留学生と恒常的に情報交換を行うな
ど、国際交流関連情報の収集・発信を行います。

激動する国際的な経済環境の変化に対応して、
外国における見本市への出展の支援や海外経済情
報の収集と提供に取り組むなど、企業支援に努め
るとともに、国や府、関係諸機関との連携のもと
に、技術者の海外派遣や外国の技術研修生の受け
入れなど、経済交流の充実に努めます。
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国際交流や国際化 
今後、力を入れるべきこと 

（平成8年 市民アンケート調査） 

市内在住の外国人との交流　22.1％ 

無回答　5.8％ 

国際的視野をもつ人材育成　21.1％ 

経済交流・技術交流の促進　16.1％ 
外国人が暮らしやすい環境　12.0％ 

姉妹都市等国際交流の促進　10.1％ 

その他　1.5％ 

スポーツ交流・文化交流の促進　11.3％ 
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今日、情報通信の手段が高度に進んだ社会にあ

っても、フェイス・ツー・フェイスによる人間関

係の形成はなお重要であり、産業、学術などの

様々な分野で国際・国内のコンベンションが活発

に行われています。本市には５つの大学があり、

また、多くの企業が先端技術などの研究開発など

に取り組んでいます。これらの大学や企業の研究

者などを中心に、市民が国際会議や全国規模の研

究会、国際見本市などに参画する機会も多くなっ

ており、また、市内企業が中心となって取引交流

会や東大阪市産業展などを開催しています。しか

し、一部の大学や企業の施設を利用して行う小規

模なものを除き市内にはコンベンション施設など

がないため、本格的な国際会議や見本市、産業交

流会などが開催されることがありません。

今後は、地域活性化などにつながるコンベンシ

ョン活動の促進に向けて、支援体制の強化を図る

とともに、コンベンション施設の誘致なども含め

て恒常的なコンベンションの場の確保に向けた取

り組みが求められています。

コンベンション活動の推進 

コンベンション施設の整備 

コンベンション機能の充実 

市内の大学や企業が行う国際会議や見本市のニ

ーズを発掘し、市内におけるコンベンション開催

を誘致するなどコンベンション活動の推進を図り

ます。

東大阪アリーナなど既存施設の活用をはじめ、

市内において会議や見本市などのコンベンション

が開催できるよう施設の誘致に努めます。



人々の観光行動は、旧来の名所・旧跡を巡る観

光だけではなく、身近で日常的な都市を舞台とし

た展開が見られます。本市には、すぐれた自然や

歴史環境が多く残されており、また、平成13年11

月に司馬遼太郎記念館の開館によって、より多く

の人々が本市を訪れるようになりました。しかし、

これらの来訪は拠点的な観光資源に限定されてお

り、人々が集まる中心市街地などの都市部の活用

やそこでの市民との交流などは十分に活用されて

いませんでした。

今後は、市民にも、来訪者にも魅力の持てる都

市空間を創出するという新しい観点から、中小企

業の生産現場などの産業資源や中心市街地での魅

力ある商業なども含めた新たな資源を発見、整備

する必要があります。市民のわがまち意識の醸成

を確立し市民の暮らしの質を高めていくため、市

民や来訪者が地域の自然資源や文化資源、都市的

集積を活かした集客施設など、身近にふれあうこ

とのできる新たな観光施策の展開が求められてい

ます。
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観 光 資 源 の 整 備・活 用  

観光推進体制の整備・充実  

都 市 観 光 の 推 進  



生駒山麓の自然や、石切剣箭神社、枚岡神社、

鴻池新田会所などをはじめ歴史的な観光資源の整

備と活用に努めます。

モノづくりのまちとして、生産現場などの産業

活動、多くの学生を擁する大学などの集積、集客

力のある中心市街地での商業・アミューズメント

等を観光資源として再認識するなど新たな視点か

ら観光資源を発掘し、その整備と活用に努めます。

観光案内板や標識の設置などを進めるととも

に、関係諸機関との連携のもとに観光施設におけ

る自動車や自転車の駐車施設の充実に努めるな

ど、観光関連施設の整備に努めます。

観光パンフレットの発行やインターネットなど

の活用を検討するなど、市内外へ本市のよさを広

くＰＲします。

地域における新たな観光資源の発掘とその普及

によって、市民のふるさと意識や郷土愛の醸成に

努めます。

文化、商業、ホテル、イベント、運輸などの観

光に関連する幅広い産業を横断的に連携し、育成

することによってその振興を図ります。
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自由時間の増大などを背景に、より豊かな暮ら

しづくりや自己実現を求めて、市民一人ひとりが

生涯にわたって学びつづけることへの欲求は高ま

っており、よりよい地域社会づくりや家庭づくり

を進めるためにも、生涯学習への期待は大きくな

っています。本市では、市民が自主的に学習でき

る環境づくりを目指して「東大阪市生涯学習推進

計画」を策定し、生涯学習市民推進会議や生涯学

習庁内推進本部を設置し生涯学習施策の推進に取

り組んでいます。また、女性、青少年、高齢者な

どを対象とした各種講座やセミナーなどの学習事

業や文化事業など、各分野において独自の取り組

みも進めています。

今後は、自由時間の増大や市民ニーズの多様化

に的確に対応し、市民の一人ひとりがライフステ

ージに応じて自主的な学習活動が行えるよう、学

習機会の拡充や学習活動への支援体制の充実な

ど、生涯学習推進の施策が求められています。
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学 習 プ ロ グ ラ ム の 充 実  

（仮称）生涯学習大学の開設 

生涯学習機会の拡充 



市民が生涯にわたって継続して学習でき自己実

現が図られるよう、社会的な問題やまちづくりな

ども含めた様々な分野にわたる学習プログラムを

体系化し、充実に努めます。

科学技術の進歩や国際化、情報化の進展などによ

り、専門的かつ高度化した市民の学習ニーズに対応

するため、大学などの高等教育機関などと連携しな

がら専門的プログラムの開発、提供に努めます。

生涯学習活動を積極的に支援するため、高等教

育機関、行政、民間を含めた広範な分野からの指

導者の活用や地域社会においてすぐれた経験・知

識・技能を持つ人材の幅広い発掘、登用を図ると

ともに、一人ひとりの学習成果を社会に還元する

ための機会や場の提供などを通して市民講師を養

成するなど人材バンクの設置に努めます。

市民の専門的な教育、高度化した学習ニーズに

対応するため、市内の大学・短期大学と連携・協

力し、公開講座の充実をはじめ、社会人が大学の

単位を取得し、また修士・博士課程を履修するこ

とができるなど、大学・短期大学における社会人

受け入れのための取り組みを促進します。また、

生涯学習の場として施設を市民や地域に開放する

よう働きかけます。

企業内の生涯学習を充実するため、経営者団体

や、各企業、労働組合などと連携しながら、学習

情報、資料の提供、講師派遣などの支援を行うと

ともに、企業が実施する学習活動への市民参加や

企業の持つ情報、施設、講師を市民や地域に開放

するよう働きかけます。
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市民が必要に応じて学習できる環境を整備し、

自ら適した学習機会を選択できるよう、情報の収

集・管理、データベースの作成などを総合的に行

う学習情報データバンクの設置を図ります。

学習情報を有効に活用するため、生涯学習関連

施設や大学をはじめ高等教育機関などを相互に結

びつけ、施設利用や事業実施、人材の活用など、

生涯学習に関する情報を収集・提供できるよう、

まちづくりに関する情報や行政情報との連携も視

野に入れながら情報のネットワーク化を積極的に

推進します。

市民がいつでもどこでも、生涯にわたり学習活

動を主体的に行うことができるよう、常に新しく、

適切な生涯学習に関する情報が提供されることが

必要です。本市では、各種学級、講座などの学習

情報や施設の情報など、生涯学習に関する情報提

供を市政だよりやポスター・チラシなどの配布、

また「生涯学習施設ガイドブック」、「生涯学習情

報ニュース」の作成、配布を通して行っています。

今後は、さらに市民の自主的な学習活動を支援

していくため、グループやサークルの活動情報や

指導者の人材情報なども含め、総合的に情報の収

集・提供ができる体制づくりを進めるとともに、

だれもが情報を簡単に入手できるよう、インター

ネットやケーブルテレビなどの様々なメディアを

活用していくことが求められています。
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学習情報データバンクの設置 

情 報ネットワークの活用  

生涯学習情報の充実 



90

広範な市民ニーズに基づく生涯学習活動は、社

会教育施設をはじめ様々な文化的施設や学校教育

施設などを活用して行われています。本市では、

これまで公民館や市民会館、文化会館、体育館、

市民美術センター、リージョンセンターのほか、

学校施設地域開放事業として、花園生涯学習ルー

ムを開設するなど、生涯学習に関わる多様な施設

の整備を進め、市民の生涯学習のニーズに応えて

きました。

今後は、これらの施設の機能の充実や施設間の

役割分担を図るとともに、そのネットワーク化を

進めるなど、市民が利用しやすい施策の展開が求

められています。

また図書館については、花園図書館や旭町図書

館の開設をはじめ、府立中央図書館の開設など市

内の図書館網の充実が図られていますが、今後も、

多様化、高度化しつつある市民の図書館利用への

ニーズに対応し、生涯学習の場としての図書館を

市民がより利用しやすくするため、施設整備、Ｏ

Ａ化、図書館資料の充実、サービスの拡充などへ

の取り組みが求められています。

生涯学習拠点の整備・充実  

施設ネットワークの推進  

生涯学習施設の充実 



多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応す

るため、生涯学習に関する情報の一元化による提

供や相談、研究、指導者養成をはじめ、施設間の

ネットワーク化と関係施設との連絡、調整などが

図られるような中枢機能を持った施設として、

（仮称）生涯学習センターの設置に努めます。

永和図書館の建て替えなどの整備を図るととも

に、各分室についても、施設、設備の充実に努め

ます。また、図書館業務の効率化とサービスの充

実を図るため、ＯＡ化および情報ネットワーク化

の整備を進めるとともに、図書館資料の拡充に努

めます。

地域に開かれた学校づくりを通して学校教育と

地域の連携を図り、生涯学習の場として小学校の

空き教室をはじめ学校施設などの利用の促進を図

ります。

各種の文化施設やスポーツ施設など、既存施設

の機能充実に努め、公的施設や民間施設も含めた

生涯学習施設のネットワーク化を進めます。
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人間形成の基礎を培う大切な幼児期における幼

稚園教育は、少子化や核家族化の進行などにより

家庭や地域社会での教育機能が低下するなかで、

ますます重要になりつつあります。本市では、市

立幼稚園での４歳児の増学級などに取り組むとと

もに、公立、私立幼稚園がそれぞれの特色を活か

しながら協調して幼稚園教育を担っています。

今後は、幼児教育は環境を通して行うものであ

ることを基本とし、幼児期の特性と発達を踏まえ、

よりよい教育環境の整備が求められています。ま

た、教育の機会均等を保障するとともに、公私間

の格差是正を図りつつ、幼児を取り巻く環境の変

化や少子化などの社会状況を見極め、多様化する

市民ニーズに応える子育て支援の充実など、教育

内容や施設・設備の充実に取り組むことが求めら

れています。

教 育 環 境 の 整 備・充 実  

教　育　内　容　の　充　実 

就　園　機　会　の　確　保 

幼 稚 園 運 営 の 弾 力 化  

保育所（園）および小学校との連携 

幼稚園教育の充実  



幼稚園就園への市民ニーズの高まりなどの将来

の動向を見極めるとともに、公私が協調して入園

を希望するすべての３、４、５歳児の就園を図る

ため、増学級等の条件整備に努めます。

保護者の負担軽減と公・私立幼稚園の保護者負

担の格差是正を図るため、就園補助を拡充すると

ともに、私立幼稚園設置者に対する助成のあり方

について検討します。

生きる力の基礎を培うため、自然体験、社会体

験を重視した教育内容の充実に努めるとともに、

遊びを通して、自らの主体性を発揮できる教育を

推進します。

教職員が専門的な知識を身につけ技術を高めら

れるよう、研修内容の充実と研修機会の拡充を図

ります。

学級増に対応した増改築などの園舎整備や老朽

園舎の改築を行うとともに、遊びなどを通して自

然に触れる機会を持てるよう、植樹をはじめ屋外

教育環境の整備に取り組みます。

幼児一人ひとりの特性に応じ行き届いた教育が

展開できるよう、学級定員数の計画的な改善に取

り組みます。

地域の子どもたちや高齢者に園庭などの施設を

開放し、これらの交流を通して地域に開かれた幼

稚園づくりを推進します。

幼稚園が地域における幼児教育のセンター的役

割を担えるよう、相談、交流などの子育て支援活

動の充実に努めます。

保育内容や形態について、実践的な研究を進め

ます。

子育て支援を充実するため、保育所（園）との

情報交換などネットワーク化を進めるとともに、

小学校教育への円滑な接続が図られるよう、情報

交換や意見交換の場を設けます。
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義務教育においては、21世紀の社会に対応でき

る人間性豊かで、創造力のある子どもを育成する

という観点から、教育内容や教育体制をより一層

充実していくことが求められています。そうした

なかで、いじめ、不登校、非行といった問題行動

や「学級崩壊」などの諸問題は学校や家庭、地域

にまたがる全国的に大きな社会問題になっていま

す。本市では、少子化傾向を受けて、市域全体の

児童・生徒数は漸減傾向にありますが、地域によ

り児童・生徒数に大きな偏りが見られる状況にあ

ります。教育内容では、基礎・基本の徹底を図る

とともに、人権教育をはじめ、環境教育や情報教

育、福祉教育、健康教育、国際理解教育などの課

題への取り組みを強めています。また、いじめ・

不登校をはじめとする生徒指導に関わる問題に対

処するため、教育相談活動の充実を図るとともに、

不登校児童・生徒の学校復帰に努めるなどの取り

組みを積極的に進めてきました。

今後は、「学校、家庭、地域社会の連携、交流、

協力体制の確立」を基礎として、「子どもたちが

楽しく学び、かつ市民に愛される開かれた学校

（地域の学校）づくり」と、「21世紀を心豊かにた

くましく生きぬく子どもたちの育成」を目指す

「東大阪市21世紀学校教育ビジョン」の推進が求

められています。そのため、児童・生徒数の推移

等を見極めながら、学校の適正規模化や適正配置

に取り組むとともに、多様化する教育内容に対応

した多目的スペースの整備、老朽化した校舎や体

育施設の改修・整備、コンピューターなど情報機

器の整備・活用を進めるなど、時代のニーズに対

応した施設や設備の整備・更新に取り組むことな

どが求められています。また、豊かな心を持ち、

主体的に行動できる人格の形成に向けて道徳教育

などの「心の教育」の充実等、教育内容の一層の

深化、充実を図るとともに、少年非行の低年齢化

などにも対応するため、家庭や地域社会、関係機

関などと一体となった指導体制の確立を図ること

が求められています。

健 康 づ く り の 推 進  

教　育　内　容　の　充　実 

教　育　環　境　の　充　実 

家庭・地域社会との連携の強化 

義 務 教 育 の 充 実  



教職員の専門的な知識を深め、技能を高めるた

め、実践的な校内研修など、研修内容の充実と研

修機会の拡充を図り、教職員の資質の向上に努め

ます。また、人権教育の理念のもと、人間尊重の

精神に徹し、子どもの意欲や関心を喚起し、思考

力、判断力、表現力を伸ばし、体力の向上に努め

るとともに、基礎的・基本的な指導内容の確実な

定着を図ります。

子どもたちに確かな学力と豊かな人権感覚、そ

して一人ひとりの子どもに夢と希望と生きる力を

育む人権教育の充実に努めます。

カウンセリングマインドに徹した児童・生徒と

の対話を深め、積極的に自己実現を図れるような

資質、能力を育成するとともに、いじめ、不登校

などの問題に対処するため、教育相談活動と適応

指導教室の充実に努めます。また、適切な進路指

導を行うため、小学校、中学校、高等学校におい

て校種間や関係機関との連携を図るとともに、地

域の人材を活用し、多くの社会人とふれあうこと

を通して、望ましい職業観の育成に努めます。

障害のある子もない子も、共に学び共に育つ学

校園づくりを推進するとともに、地域社会の一員

として尊重されるよう社会的理解の啓発に努めま

す。また、適切な就学指導の充実、個に応じた指

導内容、指導方法の工夫・改善、教材教具の開発

に努めます。

児童・生徒に日常の安全に対する意識の高揚を

図るとともに、児童・生徒が危険を予測し、回避

するなど、安全な生活を営むことのできる態度を

育成し、災害時においても適切な行動がとれるよ

う安全教育の充実に努めます。

児童・生徒の基礎的な運動能力や体力の向上を

図る体育活動を充実するとともに、運動に親しみ生

涯スポーツの基礎となる部活動の育成に努めます。
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生涯を通じて健康な生活を営む基本的な生活習

慣を身につけるよう、児童・生徒の実態に応じた

健康教育を総合的に推進します。

学校給食を通じて児童の心身の健全な発達に寄

与するため、安全な給食の提供と食器具の改善な

ど、給食内容の充実を図るとともに、給食センターの

統合整備など給食施設・設備の充実に努めます。

行き届いた教育を推進するため、通学区域の調

整などにより小規模校や過大規模校の解消など学

校規模の適正化を図るとともに、学校の適正な配

置に努めます。

老朽化した校舎について、耐震性の確保を図り

ながら、体育施設と合わせ、耐用年数を考慮して

計画的な整備に努めます。また、多様化、高度化

する学校教育の内容・方法に対応するため、特別

教室や教材教具の充実を図るとともに、新たに学

習や学校生活において憩いやくつろぎの場として

の機能を併せ持つ「多目的スペース」の設置を検

討します。

学校の教育情報を地域へ発信するとともに、学

校行事への参加や地域と協力した取り組みを推進

することにより、学校・家庭・地域社会が一体と

なった指導体制を確立し、地域社会の教育力の向

上に努めます。また、教育活動に地域の人的、物

的な資源を積極的に取り入れ、その活用を図りな

がら、指導方法や指導内容などの改善に取り組み、

個に応じた指導の一層の充実に努めます。
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高等学校教育は、思春期における人格形成をつ

かさどるとともに、未来を担う人材の育成の場と

しても重要な役割を担っていることから、時代の

変化に主体的に対応できる人材の育成を図る必要

があります。市立日新高等学校では国際化に対応

して、普通科、商業科に加えて平成６年度に英語科

を新設し、生徒のニーズに応える各学科間の選択

履修を可能とする教育課程を編成するなど、特色

ある学校づくりを目指した取り組みを進めていま

す。また、府立高等学校においても特色ある学校

づくりや学校環境の整備などが進められています。

今後は、日新高等学校では、国際化・情報化社

会に活躍できる人材の育成など、特色ある学校づ

くりをさらに進めるとともに、府立高等学校の教

育内容の一層の充実など、その促進に取り組むこ

とが求められています。
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教　育　内　容　の　充　実 

教　育　環　境　の　充　実 

奨　学　制　度　の　充　実 

高等学校教育の充実 
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日新高等学校においては、英語指導助手の活用

や、グレンデール市への短期交換留学事業の拡充、

コンピューターなどを活用した情報教育の充実な

ど、各科の特色を活かした学習指導の深化・充実

を図ります。

新しい時代に対応した知識と指導力の向上を目

指し、大阪府などと連携を図りながら、教職員の

研究・研修機会の一層の充実に努めます。

生徒の個性・能力・適性の把握に努め、生徒指

導の充実と、適切な進路選択ができるよう、指導

体制の整備を図るとともに、関係機関との連携を

強化します。

府立高等学校における時代の趨勢に対応した教

育内容の一層の充実を促進します。

日新高等学校においては、高度情報化社会に対

応できる資質や能力を育むため、コンピューター

などの設備の充実に努めるほか、校舎・体育館な

ど施設・設備の整備・改善を行うとともに、セミ

ナーハウス設置の検討や緑に包まれた環境の充実

など、安全で快適な教育環境の充実に努めます。

また、府立高等学校の施設など環境の改善を促進

します。

教育の機会均等を保障し、将来、社会で活躍す

る人材を育成する観点から、奨学制度の充実を図

ります。



大学など高等教育機関が地域社会に果たす役割
はますます大きくなっており、学習機会の多様化
など、時代の要請に応える能力を有する人材の養
成が求められています。本市には、５つの大学が
あり、学生数も約33,000人を数え、府下でも吹田
市、大阪市に次ぐ学生数を誇っています。また、
市民の生涯学習に対するニーズの高まりに応じ

て、大学における高等教育機能の地域への開放の
促進が求められ、公開講座などが既に実施されて
います。
今後は、時代の要請に主体的に対応できる人材の
育成を促進するとともに、社会人の専門的知識の修
得の場としての活用や大学の周辺地域の整備など、
総合的な高等教育の充実が求められています。
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高等教育機関等の充実促進 

奨　学　制　度　の　充　実 

市民に開かれた大学の拡充 

高 等 教 育 の 振 興  

大学の学部・学科の拡充や、社会人入学の促進
などを働きかけるとともに、本市の文化や産業の
振興など、まちづくりに貢献する学術研究を促進
します。

経済的理由により修学が困難な市民に対し、充
実した奨学制度の提供に努めます。

公開講座や社会人への門戸開放、市民の学習機
会の場の提供など、大学における生涯学習との連
携を促進します。

地域住民から要望の強いグランド、体育館や図
書館など、大学施設の一般開放を促進します。

学生の文化活動を奨励し、学園都市としてのイ
メージアップを図るとともに、学生と市民の交流
による芸術・文化事業など幅広い学園都市環境の
創出に努めます。

専門化、多様化する行政需要と地域の課題に対
処するため、大学と市、地域などとの協力をさら
に強める交流研究機能の拡充と交流の場の構築に
努めます。
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学校園教育をめぐっては、時代の変化に伴う教

育内容の見直し、いじめや不登校をはじめとする

諸課題への適切な対応など、様々な課題解決へ向

けた取り組みが求められています。本市の教育研

究所では、いじめ、不登校、非行といった問題行

動に対応するため、教育相談の実施や適応指導教

室を開設するとともに、学校園の教育諸課題の解

決に寄与できるよう教職員研修や各種の調査研究

を実施しています。

今後は、情報教育や環境教育、福祉教育などの

新しい教育課題に対して、生涯を通じてたくまし

く学ぶ子どもの育成の観点に立って教育研究機能

の充実を図るとともに、他市や他の教育機関と連

携しながら教育情報を収集・提供し、学校園にお

ける教育活動を支援する総合的な教育センター機

能の拡充が求められています。

情報関連機器を活用して効率的に学習情報の収

集・提供を行うなど、情報センターの機能を整備

します。

教科研究、生徒指導などの教育課題に関する教

職員の研修、現場教職員との共同研究などに取り

組みます。

子どもや保護者、教職員が気軽に相談できる機

能の充実を図ります。

教育情報資料の収集・提供  

教職員研修・教育研究の充実 

教 育 相 談 機 能 の 充 実  

学校園教育活動への支援の充実 



次代を担う青少年が心身ともに健康でたくまし

く、新しい時代に主体的に対応できる青少年に育

つよう、社会的体験の場や機会に自主的、積極的

に参加することが求められています。本市におい

ては毎年、こどもふれあいカーニバルやヤングフ

ェスタ、成人祭など、青少年の参加するイベント

などの取り組みや子ども会やボランティア活動団

体など、各種活動団体の育成などに取り組んでい

るほか、青少年向けの文化・スポーツ施設の整備

も進めています。しかし、青少年向けイベントな

ど、青少年活動の参加機会は一定確保されている

にもかかわらず、青少年のニーズの多様化や団体

離れの現象も見られ、参加者の減少傾向も見られ

ます。

今後は、青少年関係団体の相互の連携や役割分

担の明確化を図るとともに、青少年のたくましく

健やかな成長を促すため、青少年活動施設の機能

強化など、活動の場の充実が求められています。
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青少年活動の充実と参加機会の拡充 

青少年関係団体・指導者の育成 

青少年活動施設の整備・充実  

青少年の社会参加の促進 



青少年が地域において、自ら進んで気軽に参加

活動ができる場や事業などの機会の拡充に努める

とともに、ボランティア活動や国際交流などへの

参加を促進します。また、文化行事やスポーツ大

会など、青少年の参加しやすい行事の充実に努め

ます。

地域における青少年団体の育成を図るととも

に、活動を活性化させるため助言、指導を行う指

導者の育成に努めます。

既存の青少年センターや野外活動センター、児

童文化スポーツセンターなどの青少年向けの文

化・スポーツ施設の整備・充実を図ります。また、

市内の青少年がいつでも気軽に集い相談ができる

よう、青少年センターの新たな開設に努めるとと

もに、青少年女性センターが青少年関連施設との

ネットワークの形成や青少年健全育成のためのプ

ログラム開発などを行う中枢的な施設としての役

割を果たせるよう機能の拡充に努めます。
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少子化、核家族化が進行し、地域社会の連帯意

識も希薄化するなど、家庭や地域社会の教育力が

低下しつつあるなかで、青少年に悪影響を与える

情報の氾濫や少年非行の低年齢化、潜在化が見ら

れます。本市では、昭和60年に「青少年健全育成

都市宣言」を行い、「家庭教育の手引書」の発行、

学校における体験学習や生活指導の充実、地域社

会における留守家庭児童育成クラブ事業の展開な

ど「東大阪市青少年育成推進計画」を推進し、家

庭、学校、地域社会における青少年教育の充実に

取り組んでいます。

今後は、いじめや不登校、少年非行の低年齢化

などにも対応するため、「青少年健全育成都市宣

言」の市民への浸透を図るとともに、低下してい

る家庭教育力への支援などを図るため、家庭、学

校、地域社会の連携を強め、21世紀を担う人間性

豊かな青少年の健全育成を推進する社会環境づく

りに取り組むことが求められています。
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すべての市民・地域社会が総力を上げて、青少

年が自らの郷土でたくましく健やかに育つまちづ

くりを推進するため、「青少年健全育成都市宣言」

の浸透を図るなど、啓発活動の充実に取り組み、

市民意識の高揚に努めます。

家庭、学校、地域社会との連携による環境浄化

活動の充実、青少年対策市民推進委員会や地域の

青少年団体並びに関係諸機関との連携、少年非行

防止のための巡回活動や補導活動を強化するな

ど、地域における青少年の健全育成活動の推進に

努めるとともに留守家庭児童育成クラブに対する

支援の拡充に努めます。

複雑深刻化している青少年の抱える問題や悩み

を早期に解決し、青少年の保護と家庭支援のため

相談機関の充実を図るとともに、各種相談機関の

連携の構築と強化を促進します。
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市　民　意　識　の　高　揚 

青少年健全育成活動の推進 

相　談　体　制　の　充　実 

次代を担う青少年が育つ 
社会環境づくりの推進 



全国高校ラグビーフットボール大会が開催され

るまちとして知名度の高い本市では、全国のモデ

ルとしてアピールできるスポーツ都市の創造や、

そのイメージを広範なまちづくりに活かす様々な

取り組みが進められています。

今後はその取り組みを多面的に拡充・推進する

とともに、スポーツ都市の創造に向けて国際交流

大会の開催や市民スポーツ大会などのスポーツイ

ベントの充実に努めるため、推進体制の整備・強

化が求められています。
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ラグビーのまち東大阪の推進 

ス ポーツイベントの充実  

スポーツ推進体制の充実  

スポーツ都市の創造 



市民のふるさと意識の高揚と、健康スポーツ都

市のイメージを全国に発信するため、全国高校ラ

グビーフットボール大会の支援事業の充実や中学

生のラグビー大会の開催、ラグビースクールの充

実などラグビーの振興に努めるとともに、市民の

スポーツへの幅広い参加とスポーツプログラムの

開発など、各種スポーツ活動の充実に努めます。

全日本クラスの大会や国際大会などのハイレベ

ルのスポーツ大会など、感動あふれるスポーツ大

会の誘致、開催に努めるとともに、市民が参加で

きる各種スポーツ大会の開催などを図ります。ま

た、これらのイベント開催の中心的な施設となる

花園中央公園や総合体育館などの整備・充実に努

めます。

学校体育活動や自治会、子ども会活動などとの

連携により、地域スポーツの推進体制の充実を図

るとともに、スポーツ大会などの円滑な実施に向

けて、体育連盟などの体育関係団体をはじめ、産

業団体、保健・福祉団体などとの連携を強めます。
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自由時間の増大、健康な身体づくりや生活の質

を重視する意識の高まりを背景として、生涯を通

じてスポーツ・レクリエーション活動を行いたい

という市民のニーズは高まりつつあります。本市

においては、拠点となるスポーツ施設として、総

合体育館、市民ふれあいホール、スポーツホール

などが設置され、また、レクリエーション施設と

して野外活動センターなどが整備されており、全

市レベルにおけるスポーツイベントをはじめ各種

のスポーツ教室などが開催されています。しかし、

市民自らが自主的に行うスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を支援するという観点では、市民に身近

な各地域の小規模なスポーツ施設の不足やスポー

ツ団体・指導者の不足から多様なスポーツ教室の

市民ニーズに対応しきれていない状況にあります。

今後は、身近で気軽に楽しめる生涯スポーツに

幅広く取り組むとともに、情報システムや情報誌

による情報の提供、地域のスポーツ施設の整備な

どが求められています。
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生涯スポーツの推進と活動機会の充実 

団 体・指 導 者 の 育 成 と 活 用  

施　設　の　整　備 ・ 充　実 

スポーツ・レクリエーション 
活動の充実 



本市のもつ自然環境や地域環境を活かして、健

康と生きがいのあるスポーツ、親睦と交流を深め

るスポーツ、自然とふれあうスポーツなど、親し

みやすい生涯スポーツを推進するとともに、スポ

ーツ情報の提供を充実しスポーツ活動の機会の増

大を図ります。

体育連盟、体育指導委員協議会、スポーツ少年

団など体育関係団体の自主的な活動の拡大・充実

を図るとともに、生涯スポーツの担い手となるレ

クリエーション協会の設立を支援します。体育関

係団体の指導者やスポーツ指導員登録者を、各種

スポーツ教室や地域スポーツクラブの指導者とし

て活用するとともに、資質の向上を支援します。

また、スポーツ指導者を通して学校と地域との

連携を図るとともに、大学とも連携を進め、スポ

ーツが地域に普及するよう働きかけます。

市民が身近にスポーツ活動を行う施設として、

体育館、野球場、市民広場、テニス場、多目的運

動場などの整備・充実に努めます。また、小学校

体育施設の開放を促進するとともに、中学校や高

等学校、大学、企業などの体育施設の開放を働き

かけ、生駒山麓の野外活動センターや下北山村の

自然ふるさと村の施設・設備の充実を図り、より

広範な市民の利用の促進に努めます。
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スポーツ施設の整備状況 

（平成8年 市民アンケート調査） 

満足である　2.8％ 

やや満足である　9.5％ 

どちらともいえない　42.1％ 

やや不満である　19.8％ 

不満である　18.4％ 

無回答　7.4％ 


